
 

 

 

 

 

 

石川県公衆浴場入浴料金審議会の開催について 

 

 １ 日 時  令和７年３月２４日（月）１７時から 

  

 ２ 場 所  石川県庁行政庁舎１１階 １１０７会議室 

 

 ３ 議 題  知事から審議会に諮問された公衆浴場入浴料金最高統制額の 

改定について 

         ※普通公衆浴場の入浴料金は、物価統制令により都道府県

知事がその統制額を指定することとされている。 

 

 ４ 審議結果の概要  ３月２４日（月）１９時頃資料提供 

 

 

令和７年３月１９日 
薬 事 衛 生 課 長 

吉 田  恭 平 
TEL (外線)225-1440 
    (内線 )４１５０ 

※審議にあたって、浴場の経営状況等の非公開情報に触れるおそれが 
 あるため、取材は委員紹介までとさせていただきます。 


